
総

数

短

期

間

特

別

短

期

間

短

期

間

比

較

的

そ

の

他

 6 409  1 537  1 961  1 534   427   430   311   1   11   107 
  26   5   13   11   2   2 - - -   2 

14 歳   715   242   108   78   30   30   24 -   1   5 
15 歳  1 064   308   184   147   37   37   32 - -   5 
16 歳  1 303   385   359   267   92   93   76 -   5   12 
17 歳  1 213   257   438   352   86   87   62   1   1   23 
18 歳  1 099   192   470   377   93   94   57 -   2   35 
19 歳   989   148   389   302   87   87   60 -   2   25 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 

 2 430   471  1 409  1 120   289   291   206   1   9   75 

- -   1 -   1   1 - - -   1 
14 歳   85   23   36   27   9   9   9 - - - 
15 歳   312   75   118   96   22   22   22 - - - 
16 歳   504   137   246   186   60   61   51 -   4   6 
17 歳   527   101   326   265   61   61   42   1   1   17 
18 歳   553   81   371   299   72   73   44 -   2   27 
19 歳   449   54   311   247   64   64   38 -   2   24 

- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 年 齢 不 詳

少 年 院 送 致

処      遇      勧      告      あ      り 1)総

数

な

し

処

遇

勧

告

処 遇 勧 告総

数

う
ち一処あ

　般遇

　短勧

　期告り

第19表　一般保護事件の終局人員のうち保護観察に付され
　　　　た人員及び少年院へ送致された人員―処遇勧告別
　　　　行為時年齢別（うち前処分あり）―全家庭裁判所

１）　第18表脚注１）参照
２）　前処分とは，前件が一般保護事件のうち，(無免許）過失運転致死傷，(無免許）過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱，車両運転による（業務上・重）過失致死傷，
　　自動車運転過失致死傷及び（無免許）危険運転致死傷以外のものである。

行 為 時 年 齢

保 護 観 察

総

数

総 数
14 歳 未 満

14 歳 未 満

20 歳 以 上

20 歳 以 上

う ち 前 処 分 あ り 2)
年 齢 不 詳

総 数


